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1 松本市食肉衛生検査所の沿革          

   

平成 30年 10月 政策部に中核市推進室を設置。 

令和 ３ 年 3月 松本市の中核市移行に伴い、業務を移管するため長野県松本食肉衛生検査所

を閉所。 

 4月 松本市が松本市食肉衛生検査所を設置し、と畜検査業務を開始。 

 6月 と畜場のHACCPに沿った衛生管理制度が義務化される。 

 

 

2 松本市食肉衛生検査所の概要 

(１) 名称等 

  名  称   松本市食肉衛生検査所  

  設  置   松本市食肉衛生検査所条例（令和２年 12月 18日 条例第 61号） 

  業  務   と畜検査及びと畜場の衛生指導に関すること。 

 

 （２） 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３） 職員構成（令和４年４月１日現在） 
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 （４） 建物平面図 

建物 本館  鉄筋コンクリート２階建 延べ 447.21㎡ 

 別館 動物舎 鉄筋平屋建 18.00㎡ 

  車庫 鉄筋平屋建 36.00㎡ 

  倉庫 コンクリートブロック 10.56㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （５） 附近見取図 
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3 と畜検査の概要 

 （１） 所管と畜場 

  名    称  株式会社長野県食肉公社 

  所 在 地 長野県松本市大字島内 9842 

  開 設 年 月 1998年４月 

  許 可 頭 数 牛 : 50 頭/日 

    豚 : 400 頭/日 

 

 （２） と畜検査手数料（令和４年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 （３） と畜場稼働日数 
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４ と畜検査統計 

 第 １ 表 と畜検査頭数（畜種・月・と畜場別） 
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第 ２ 表 獣畜の正常又は廃棄した件数（畜種・原因・処分方法別） 
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第 ３ 表 精密検査実施数（畜種・検査項目・疾病別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 表 食品衛生検査実施数 
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第 ５ 表 時間外と畜検査頭数 （畜種・月別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ６ 表 伝達性海綿状脳症検査結果 
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第 ７ 表 枝肉の汚染実態調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ８ 表 と畜場の衛生管理に関する外部検証 
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５ 調査・研究 

管内Ａと畜場におけると畜場の衛生管理について 

 

 松本市食肉衛生検査所  〇周藤 浩司  安田 正美  森谷 毅 

半田 八重  山川 晋  下平 徹  

 

１．はじめに 

  と畜場法の改正により、令和３年６月から原則全てのと畜場でＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務化され

た。また、と畜検査員についても、外部検証の実施によりと畜場の衛生管理が適正であることの確認及び

衛生管理に係る指導を行うこととなった。 

  当所においても令和３年６月より、所管するＡと畜場に対して外部検証を実施し、衛生管理状況の確認

及び指導を実施したので、その概要について報告する。 

 

２．外部検証の実施方法 

  令和２年５月２８日付生食発０５２８第１号に従い、以下の項目について外部検証を実施した。 

 ① 施設設備の衛生管理（牛ライン・豚ライン） 

 ② 生体の取扱い及び衛生的なとさつ・解体の実施状況（牛ライン・豚ライン） 

 ③ 切除法による微生物検査（一般生菌数及び腸内細菌科菌群数） 

 ④ Ａと畜場における衛生管理記録の確認 

  実施頻度は①及び②については各週１回、③及び④については月１回とした。また、薬品・洗浄剤等の管

理、使用水等の管理、ねずみ・昆虫対策及び廃棄物・排水の取扱い等については作業現場においては①

及び②、記録においては④に併せて確認した。 

なお、①、②及び④における指導事項については、外部検証担当者で打ち合わせ会議を行った上で、文書

によりＡと畜場に伝達した。 

 

３．結果 

  ①及び②における指摘事項は多岐にわたった。特に以下の指摘事項については、複数回指摘を行うこ

ととなった。 

 ア) 施設設備等の清掃不良（床、壁、器具等） 

 イ) 施設設備等の破損（床、壁、窓ガラス、温度計、配管の被覆材等） 

 ウ) 消毒槽の温度管理（使用時 83℃以上を担保できていない） 

 エ) 器具の消毒に使用する温湯の温度管理（83℃以上を確認できない） 

 オ) 照度の不足 

 カ) と畜作業時における出入口の開放 

 キ) 作業者の手指洗浄不足 

 ク) 作業者のナイフ消毒不足 

 ケ) 牛の頭部処理（除角及び額部の剥皮を行っていない） 

 コ) 保留枝肉の区分保管（合格枝肉と保留枝肉が同一の冷蔵庫に収納されている） 

 サ) 枝肉汚染部位のトリミング不足（ゼロトレランス検査において、消化管内容物等の異物を確認） 

  ③については、一般生菌数については牛・豚ともに検査結果のばらつきが非常に大きかったものの、11

月から成績の良化傾向が見られた（別表１～４）。なお、腸内細菌科菌群については、牛ではほとんど検出

が見られず、豚ではいくつかの検体で検出が見られたものの、11月以降は検出が見られなかった。 

④については、未記入及び誤記入が多く見受けられた。また、責任者の記録点検が不十分であることも確

認された。 

なお、上記指摘事項のうち、イ）については一部補修を確認した。また、カ）について、解放部分の一部にビ

ニールカーテンが設置され、若干の改善が認められた。 
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６．考察及びまとめ 

  改正と畜場法施行に伴い、原則全てのと畜場でＨＡＣＣＰによる衛生管理が必須となり、食肉衛生検査

所においても従来のと畜検査に加えて、外部検証によりと畜場に対して衛生管理状況の確認及び指導を

行うこととなった。しかし、今年度は多くの指摘事項があったにもかかわらず、思うように改善を進められな

かった。 

  指摘事項については、施設設備に関する事項では一部改善が確認できたものの、その他の指摘事項

（特に衛生的なとさつ・畜解体作業に係る指摘事項）は改善が図られなかった。しかし、微生物検査の成績

は改善が見られた。明確な要因は不明であるが、ゼロトレランス検査等の実施により、枝肉汚染部位のトリ

ミング及び洗浄消毒の徹底等が作業者の中で意識されるようになった可能性が考えられた。 

  指摘事項の改善が思うように進まなかった原因として、Ａと畜場の衛生管理体制が十分に機能していな

かったことが挙げられる。本来であれば、指摘事項に対して現状確認→原因究明→改善措置（従事者教育

等）→改善確認を行っていくべきであるが、従来業務の多忙、人員不足等により上記のプロセスを行うこと

ができず、指摘事項が放置されてしまったと考えられた。また、衛生管理計画も作業者に十分周知されてお

らず、自己流かつ衛生管理不十分な作業を行っている者も見受けられた。さらに、衛生管理計画そのもの

も内容が不十分で、今後、改善指導が必要だと思われる。 

  今後、当所としては、Ａと畜場により積極的に働きかけ、「検査所任せ」になっていた衛生管理を主体的

に取組むように促すことが必要であると考えられる。また、今年度は手探り状態で、外部検証がうまく進め

られないこともあったので、今年度の検証で明らかとなった課題の解決につながるよう、来年度は業務遂

行の態勢を十分に確立し、Ａと畜場の衛生管理を確実に改善していけるように取組んでいきたい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 一般生菌数（牛・検体別）            別表２ 一般生菌数（牛・月別平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３ 一般生菌数（豚・検体別）           別表４ 一般生菌数（豚・月別平均） 


